
 

那覇市保健所空調設備保守管理業務委託仕様書 

                 

 

本仕様書は、那覇市（以下「甲」という。）と那覇市保健所空調設備保守管理業務

の受託者（以下「乙」という。）との間に締結する空調設備保守管理業務委託の仕様

について定めたものである。 

 

１ 業務の委託期間 

令和８年４月１日～令和９年３月31日 

 

２ 業務対象機器 

乙の業務の対象は、那覇市保健所（所在地：那覇市与儀１丁目３番21号）内に

ある次の空調設備とする。 

（１）天井カセット型冷房機         ５５台 

（２）天井カセット型冷房機(ビルトイン)  ２９台 

（３）壁掛型冷房機                ７台 

  ※１階 女子更衣室・レントゲン室、２階 相談室２台・男女休憩室２台、３階 映写室 

（４）既存の空調機             ２台 

  ※２階 精神保健難病支援事務室、３階 防災無線室 

（５）集中リモコン                  ３台 

（６）全熱交換機                ７６台 

（７）天井埋込換気扇              ２９台 

（８）既存のレンジフード          ２台 

  ※３階 男女更衣室２台 

 

３ 保守点検業務の内容及び範囲  

下記事項に基づいて保守作業を行い、作業終了後は甲に速やかに保守点検報告

書を提出し、状況報告を行うものとする。 

（１）定期点検等の回数及び、時期 

①簡易点検 年４回（４月・７月・１０月・１月）※４・１０月は定期点検に含む。 

②定期点検 年２回（４月・１０月） 

③エアコン室内機のフィルター清掃 年２回（７月・１月） 

④壁掛型冷房機２台(男女休憩室)の室内機分解薬品洗浄 年１回（４月） 

 (２）簡易点検業務の内容 

① 室外機の外観チェック（損傷、腐食、さび、その他の劣化、油漏れ等） 

② 熱交換器への霜の付着の有無 

③ 異常音の有無 

（３）定期点検業務の内容 



 

① ユニット外観チェック 

② 室内機のフィルター清掃 

③ 電気回路（電圧、電流、絶縁抵抗の測定） 

④ 高圧、低圧圧力の測定 

⑤ 振動及び振音確認 

⑥ その他の保守事項に付いては、別途協議すること 

（４）緊急保守点検 

空調設備に異常が発生し、甲の要請が有る場合の保守点検 

この場合、乙は速やかに原因を調査し、応急措置及び再発防止策を甲へ報告す

ること。 

点検の結果、以下の事項に該当する場合の費用は、本契約による料金に含まれ

ないものとし、別途実費精算する。ただし、保守上必要な特殊作業は、協議の

上決定する。 

①  消耗部品又は破損等による部品取替 

② 顧客による操作上の誤り等で事故に係る部品取替 

③ 室内機ドレンパンの清掃 

 

５ 作業上の義務 

（１）乙は、作業員の身元、風紀、衛生及び作業規律の維持に関し一切の責任を負

うものとする。 

（２）乙は、甲の許可なく業務の範囲外の場所に作業員を立ち入らせてはならない。 

（３）乙は、業務作業に際し、甲の執務の妨げにならないよう留意するものとする。

作業員は、次のことに留意し、業務を遂行すること。 

 

６ 作業の改善要求 

（１）甲は、乙に対し、作業の改善を要求することができる。 

（２）乙は、前項の要求を受けたときは、直ちに改善内容を甲へ報告するものとす

る。 

 

７ 作業中の危険及び備品等の損傷防止 

（１）乙は、作業の実施にあたっては、常に火災・盗難・事故等が発生しないよう

十分に注意し、甲の執務及び来所者に支障のないよう配慮すること。 

（２）乙は高所・通路上における作業の場合、執務に支障のないようにするととも

に来所者、甲の職員、作業従事者の安全を確保するための措置を講ずること。 

（３）乙は、作業実施中に机、椅子等の備品を移動するときは損傷しないように取

り扱い、作業終了後は、備品を必ず元の位置に戻し、後片付けに遺漏がないよ

うすること。 

（４）乙は、受託業務の遂行において、事故が発生した場合はその原因が甲にある



 

場合を除き責任を負うこと。 

 

８ 不良箇所の改善報告 

この業務を遂行中に空調設備が不良設備と判断されたときは、直ちに甲に報告

し双方協議の上、速やかに適切な措置を講ずること。 

 

９ 材料の負担 

（１）対象機種の保守点検作業を行う場合の必要消耗資材（ウエス等）は、乙の負

担とする。 

ただし、付帯設備（冷媒配管、断熱材、ダクト、操作盤、電気配管、弁類）等、

及び機械寿命による製品本体、圧縮機、凝縮器、蒸発器等の交換は別途見積作

業とする。 

（２）甲の所有する計器、備品、工具、予備部品、原材料、消耗品は、常に善良な

管理者の注意をもって管理し、その在庫状況、使用状況等を必要に応じて報告

すること。 

 

10 緊急時応動 

事故、その他災害が発生した場合等の緊急時の対応については、勤務時間内外

を問わず、甲からの連絡があれば直ちに対応すること。 

 

11 連絡の励行 

本契約に定める保守以外の特別の修理箇所を生じ、空調設備を完全有効な状態

でないと、乙が認めた場合は、甲にその旨連絡すること。 

 

12 秘密の保持 

乙は、本契約の締結並びに実施にあたり知り得た機密事項（甲の職員及び第三

者の個人情報を含む）を契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、一切

他に漏えいしてはならない。特に個人情報に関しては、次の事項について遵守す

ること。 

（１）個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用の防止等に関する義務を負

う。 

（２）個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止 

（３）個人情報処理の再委託の禁止及び制限 

（４）個人情報の複写及び複製の禁止 

（５）個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務を負う。 

（６）個人情報の滅失、破損等の事故に関する報告義務を負う。 

（７）個人情報の提供資料の返還義務を負う。 

（８）その他市長が必要と認める事項 



 

 

12 法令の遵守 

乙は労働基準法その他の法令規則を遵守すること。特に、業務にあたる者に対

する賃金不払いや最低賃金以下での雇用がないようにすること。 

 

12 その他 

この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議した上で

定める。ただし、軽微な事項については、甲の要望に添うものとする。 

  


